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は じ め に 

平成 19年 6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正（平成

20年 4月 1日施行）され、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理

及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会

に提出するとともに、公表しなければならない。」とされました。 

鎌倉市教育委員会は、法改正の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資す

るとともに、市民への説明責任を果たしていくために、教育委員会事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価を実施し、平成 25年度に引き続き、その結果を

報告書としてまとめました。 

点検・評価の実施方法としては、前年度と同様に、事務事業評価シートを活

用し、教育部 35 事業、文化財部 9 事業のうち、平成 25 年度に鎌倉市教育委員

会が主に取り組んだ事業、重点的に取り組んだ事業として 13事業を抽出し、教

育的視点を取り入れた点検及び評価としました。 

この報告書をお読みいただき、各方面の皆さまからご意見をいただくことで、

次年度以降、さらに教育委員会の取組がわかりやすい報告書となるよう改善し

ていくとともに、よりよい教育が実現していくよう取り組んでまいりたいと考

えています。 

平成 26年 8月 

鎌倉市教育委員会 
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１ 実 施 方 針 

 

教育委員会の事務の管理・執行状況の点検及び評価を実施するにあたり、次

のとおり実施方針を定めます。 

 

（１）趣 旨 

鎌倉市教育委員会は、毎年、教育委員会の事務の管理・執行状況（教育

長及び事務局の事務執行を含む。）について点検及び評価を行い、その結

果に関する報告書を作成し、これを議会に提出し、公表することにより、

効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たして

いきます。 

 

（２）実施方法 

ア 点検及び評価は、平成 2５年度事務事業評価の中から、教育委員会各課

が重点的に取り組んだ事業及び外部委員が聴取を希望した事業を対象と

します。 

イ 点検及び評価は、毎年度１回実施するものとし、前年度の事務・事業

の進捗状況をチェックするとともに、それぞれの課題や今後の取組の方

向性を示すものとします。 

ウ 教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、「外部委員」

を置き、その意見を聴取します。外部委員は、教育に関し学識経験を有

する方などの中から教育委員会が委嘱し、任期は１年とします。また、

再任は妨げないものとします。 

エ 教育委員会において点検及び評価を行った後、その結果をとりまとめ

た報告書を市議会へ提出するとともに、教育こどもみらい常任委員会に

おいて報告します。また報告書は市民に公表します。 

オ 教育委員会は、点検及び評価の結果を踏まえて、次年度の予算を策定

します。 

 

（３）実施時期 

前年度分の事務･事業を取りまとめた点検・評価シートをもとに当該年度

に実施します。 
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２  平成 2６年度点検・評価事務の流れ 

 
 

６月 事務事業評価シートのとりまとめ 

 ↓ 

 外部委員の選定 

 ↓ 

外部委員等への資料送付及び意見のとりまとめ 

事務の管理及び執行の状況に関する点検・評価シートを外部委員へ 

送付し外部委員からの意見聴取（６月１４日～６月２４日） 

 ↓ 

７月 外部委員等からの意見に対する教育委員会としての対応のとりまとめ 

（７月３日） 

 ↓ 

 第１回点検・評価会議（７月８日） 

 ↓ 

第２回点検・評価会議（７月２９日） 

 ↓ 

８月 点検及び評価の実施、報告書作成 

 ↓ 

教育委員会定例会に報告（８月１３日） 

 ↓ 

９月 議会（教育こどもみらい常任委員会）へ報告、市民へ公表 

 ↓ 

点検・評価の結果を踏まえ、次年度の予算（事務･事業）を策定 



- 4 - 

 

３ 教育委員会の主な所管事務 
（１） 教育部 
  ア 教育総務課 
   （ア）総務担当、経理担当 
      教育委員会の人事、給与、庶務、社会教育の振興、経理等を所管 
   （イ）生涯学習センター 
       各種セミナーなどの生涯学習事業の企画・運営、吉屋信子記念館等

を所管 
   イ 学校施設課 
     学校施設等教育財産の整備、管理等を所管 
   ウ 学務課 
     県費負担の教職員の定数、人事、給与、免許、学校給食、学区、就学援 
     助、学校保健等を所管 
   エ 教育指導課 
     学校教育の指導計画、学校経営の指導、学習指導、教科用図書の採択、 
     特別支援教育等を所管 
   オ 教育センター 
     県費教職員の研修、教育上参考となる出版物の作成、頒布、教育に関す 
     る相談、カウンセリング、指導等を所管 
   カ 中央図書館 
     中央図書館と地域図書館 4館の管理・運営、図書館資料の収集等を所管 
（２） 文化財部 
   ア 文化財課 
      埋蔵文化財の調査、資料の収集及び保存、国庫補助を受けた史跡の買 
     収、史跡永福寺跡整備事業、博物館整備事業等を所管 
   イ 鎌倉国宝館 
     国宝館の管理・運営、資料の収集、保管、展示等を所管 
 
４ 根拠法令  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成 20年４月１日施行） 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（教育長に委任さ

れた事務その他教育長の権限に属する事務（事務局職員等に委任され

た事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び

評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出す

るとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し

学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 

 
５ 外部委員                     50音順 敬称略 

外部委員名 所 属 等 
髙 木 展 郎 横浜国立大学教育人間科学部教授 
新倉 清隆 鎌倉市ＰＴＡ連絡協議会会長 
蛭 田 道 春 大正大学教授 
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教育部

整理
番号

中事業
決算値
（千円）

25年度
職員数

総事業費
（千円）

健やかで心豊かに暮ら
せるまち

学校教育
生涯学習
スポーツ・
レクリエー
ション

教育-01 教育委員会運営事業 5,793 1.3 15,886

学校教育 教育-02 事務局運営事業 92,588 3.3 118,210

学校教育 教育-03 小学校運営事業 105,619 2.0 121,147

学校教育 教育-04
小学校施設管理運営
事業

154,296 0.3 156,625

学校教育 教育-05
特別支援教育事業
（小学校）

5,157 0.3 7,486

学校教育 教育-06 中学校運営事業 64,254 2.0 79,782

学校教育 教育-07
中学校施設管理運営
事業

54,647 0.3 56,976

学校教育 教育-08
特別支援教育事業
（中学校）

5,222 0.3 7,551

生涯学習
文化

教育-09 社会教育運営事業 1,505,508 1.2 1,514,825

生涯学習 教育-10
吉屋信子記念館管理
運営事業

2,215 0.8 8,426

生涯学習 教育-11
生涯学習センター管
理運営事業

168,414 7.7 228,198

学校教育 教育-12 学校施設管理事業 93,770 0.2 95,280

学校教育 教育-13
小学校施設管理運営
事業

116,938 2.7 137,328

学校教育 教育-14 小学校施設整備事業 18,107 0.2 19,617

学校教育 教育-15
防災対策事業（小学
校）

44,761 0.1 45,516

学校教育 教育-16
中学校施設管理運営
事業

86,695 1.5 98,023

学校教育 教育-17 中学校施設整備事業 270,738 1.2 279,800

学校教育 教育-18
防災対策事業（中学
校）

2,245 0.1 3,000

学校教育 教育-19 教職員運営事業 10,286 2.0 25,760

学校教育 教育-20 保健事務 58,332 1.5 69,937

学校教育 教育-21 就学事務 11,097 1.3 21,155

学校教育 教育-22 保険事務 11,867 0.4 14,962

学校教育 教育-23 給食事務 216,300 5.0 254,985

学校教育 教育-24
教育振興助成事業
（小学校）

65,448 0.9 72,411

学校教育 教育-25
教育振興助成事業
（中学校）

29,139 0.4 32,234

総合計画上の位置づけ
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整理
番号

中事業
決算値
（千円）

25年度
職員数

総事業費
（千円）

健やかで心豊かに暮ら
せるまち 学校教育 教育-26 教育指導事業 10,835 1.8 25,091

学校教育 教育-27 情報教育事業 59,208 2.2 76,631

学校教育 教育-28 教育支援事業 144,511 3.3 170,646

学校教育 教育-29
教育課題対応事業
（小学校）

660 0.4 3,827

学校教育 教育-30
教育課題対応事業
（中学校）

346 0.2 1,929

学校教育 教育-31 相談室事業 19,344 2.9 41,808

学校教育 教育-32 調査研究研修事業 3,526 3.0 26,764

学校教育 教育-33 教育情報事業 1,945 1.0 9,691

歴史を継承し、文化を
創造するまち 歴史環境 教育-34 市史編纂事業 2,197 0.2 3,736

健やかで心豊かに暮ら
せるまち 生涯学習 教育-35 図書館管理運営事業 132,597 22.8 308,081

文化財部

整理
番号

中事業
決算値
（千円）

25年度
職員数

総事業費
（千円）

歴史を継承し、文化を
創造するまち

歴史環境
文化

文財-01
文化・教養施設管理
事業

3,451 0.6 8,198

歴史環境 文財-02 調査・整備事業 87,263 3.7 116,537

歴史環境 文財-03 史跡買収事業 69,352 1.0 77,264

歴史環境 文財-04
文化財保存・修理助
成事業

37,322 1.0 45,234

歴史環境 文財-05 公開宣伝事業 461 1.0 8,373

歴史環境 文財-06
永福寺跡環境整備事
業

76,909 1.5 88,777

歴史環境 文財-07 博物館整備事業 5,418 0.5 9,374

歴史環境 文財-08
国指定史跡環境整備
事業

6,667 1.2 16,161

歴史を継承し、文化を創造するま
ち
健やかで心豊かに暮らせるまち

歴史環境
生涯学習

文財-09 国宝館管理運営事業 161,147 4.0 191,735

総合計画上の位置づけ

総合計画上の位置づけ
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教育委員会重点事業 

１ 教育部関連 

№ 事 業 名 項 目 名 頁 

1 教育委員会運営事業 教育委員の職務等の概要について 8～12 

２ 社会教育運営事業 社会教育委員会議等 13～14 

３ 
生涯学習センター 

管理運営事業 
生涯学習推進事業 15～18 

４ 中学校施設整備事業 中学校改築事業 19～20 

５ 給食事務 食育の充実と調理業務の委託化 21～24 

６ 教育支援事業 特別支援教育の推進 25～31 

７ 教育支援事業 小中一貫（連携）教育の推進 32～37 

８ 相談室事業 不登校・いじめなどの相談支援体制の充実 38～40 

９ 調査研究研修事業 学校課題研修会 41～58 

10 図書館管理運営事業 図書館管理運営事業 59～61 

11 防災対策 教育委員会における防災対策事業 62～64 

 

２ 文化財部関連 

12 永福寺跡環境整備事業 永福寺跡環境整備事業 65～66 

13 国宝館管理運営事業 国宝館運営事業等 67～69 

 

上記の各重点事業を点検・評価するにあたり、８ページ以降の点検・評価シ

ート中、「● 評価委員の意見等（外部評価）及び意見等に対する市の考え方・

対応策（⇒にて表示）」欄が、今回点検・評価した内容です。 

 


